
Japio
デザインコンペ向け
意匠権調査案内



意匠権調査の必要性
入賞候補作品には意匠権侵害の事前調査を！

●意匠権調査の重要性
入賞候補作品は、優れたデザインでも、他人の意匠権に抵触すれば、製造や販売が
実施できません。
また、意匠権侵害作品に賞を付与すると、コンペの信頼性が損なわれることになります。
当財団では、意匠権調査を主要な事業の一つとして専門スタッフにより精緻な調査を
行っています。

●意匠権が付されたデザインの数は膨大

物品や建築物などのほとんどのデザインが意匠登録の対象です。そして、約２０年前
の登録から現在に至るまでの登録意匠に意匠権が存続している可能性があります。
その数は約５５万件以上にのぼります。

●意匠権の保護範囲は類似デザインまで

意匠権はデッドコピーだけでなく類似デザインも対象で、侵害リスクは多様かつ広範で
す。独断で判断は困難です。

●登録意匠を知らずに創作した作品も権利侵害に該当

著作権と違って、他人の登録意匠の存在を知らずに独自に創作した場合であっても、
登録意匠に類似する範囲のデザインを実施すれば意匠権の侵害になります。
※イラスト、キャラクター等は著作物であって、意匠権の対象外のデザインですので、意
匠権調査をすることはできません。

この事前調査は、「グッドデザイン賞：公益財団法人日本デザイン振興会」等の多く
のコンペ主催者様にご利用を頂いています。
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調査対象と申込方法の概要

調査対象の単位

物品や建築物の形状や特徴を表現した各デザインが独立した調査対象となります。

同じ物品であっても２種類以上のデザインである場合、それぞれのデザインが調査対象になり

ます。

申込手続き

調査対象１件ごとに以下の書類を、当財団にメール等で送付、または郵送（書留）します。

１．意匠権調査申込書に、デザイン対象の物品・建築が何であるかについて、一般的な物

品名または建築物の用途等に記載

２．形状等の特徴が理解できるよう、図、写真（画像）で表したデザイン（一般にコンペ応

募の書類、図面・写真（画像）のコピーでも対応可能です。）

調査期間と調査結果報告

調査対象20件以内の場合は約２〜３週間で「意匠権調査報告書」をお届けします。

「意匠権調査報告書」の内容は、１件ごとに調査結果を報告書に記載します。近似するデ

ザインや基本構成が共通するデザイン等の登録意匠が発見された場合は、それらの意匠公

報のコピーを添付します。

料金

調査対象1件につき19,800円（税込）です。

（企業等からの調査は、１件77,000 円のところ、デザイン 創作・ 保護の奨励の立場から、

公共性のあるコンペ主催者様からの調査については、特別料金としています。）
3



4

意匠権調査イメージ

①申込手続き

主催者様が意匠権調査申込書と必要資料
をJapioに提供後、調査を開始します。

調査期間と分析

調査は通常２〜３週間で完了し、専門スタッ
フがデザインの類似性を分析します。

②意匠権調査報告書

調査完了後、調査結果報告書に、調査結果
一覧リスト、及び類似デザインの意匠公報コ
ピーが添付され、メールによりご報告します。



意匠権調査
ご依頼/お問合せ先

一般財団法人日本特許情報機構（Japio）デザイン部

〒135-0016

東京都江東区東陽4丁目1番7号佐藤ダイヤビルディング

TEL：03-3615-5530

FAX：03-3615-5532

e-mail：designprotect@japio.or.jp  

HP：https://japio.or.jp/service/serviceD1_01.html
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